
入 札 公 告

次のとおリー般競争入札に付 します。
令和 4年 9月 15日

経理責任者
独立行政法人国立病院機構岩手病院長 竪山 真規

1 競争に付する事項
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IPSiO SPト サ
~- 8200      

他 85イ牛

(2)決馬箋舗望妓琴荏様書による。
(3)隔霜プ躍rT胃上国から令不日5年 10月 31日
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⊆輝顧法人国立病院機構岩手病院
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蕃筆竪著斐誕勇負
問わず、見積もつた契約金額の110分の

(7)亀
塗俸 政法人国立病院機構契約事務取扱冷田貝」 (以下、「契約率田貝」」)第 22条の規

2 岳ξ曇昇昼ね
単イ面契約とする。

(1)標

把兵⊆稔籍倉景勇ξ盪彗⊆言豊需暑落Я壱縁召層昌会目督BttБ長藍き盈:ヨ督羹
中、特別の理由がある場合に該当する。
①契約を締結する能力を有 しない者。

8霙雰吾貿躍娑客秦蛋窓驀猪あ編獲墓信機写電線律(平成3年法律第77号 )第 32
条第 1項各号に掲げる者。

④独立行政方針国立病院機構反社会的勢カヘの対応に関する規程 (平成 27年規程第
63号 )第 2条各号に掲げる者。
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人
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過 していない者は競争に参加する資格を有 しない。
なお、期間等については独立行政法人国立病院機構の理事長から発出した契約指

名停止等措置要領に基づ く指名停止期間を適応する。
①契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品

質若 しくは数量に関して不正の行為をした者。
②公正な競争の執行を妨げた者叉は公正な価格を害 し、若 しくは不正な利益を得るた

めの連合をした者。
③交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。
④監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託 した者の職務の執行を妨げ

た者。
⑤正当な理由なく契約を履行 しなかつた者。
⑥契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行つた者。
②前各号のいずれかに該当する事実があつた後 2年を経過 しない者を契約の履行に当

たり、代理人、支配人その他の使用人として使用 した者。

⑥前各号に類する行為を行なつた者。
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(1)全吹記警易寵密を称 、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ

①提出場所

②呂髭鰐み   鞠 辮
担当者 契約係 雪畑 美紅

③登裁艶癖鶴馳 F
(2)る

4i雰窯軍誓腎岬4日 (金) 17時 00分
(重B送する場合には受領期限までに必着のこと。)

(3)零
4i?星▼晉宵77日 (月 )  11時 00分

独立行政法人国立病院機構岩手病院 会議室

4 その他

(1)薔梁肇綬蒜含梁旨燈昌「
る言語及び通貨

(2)①灸4賑蒜霙誘庭縁墨霧藝類の書式は、それぞれ所定の様式により作成しなければな
らない。②
二ぞ彊轡骨忌「岳讐岳]尋滸i曇な1蟄象曇行密警5僣ね奪會きを言雇皇零憲目雪
類を入札書の受領期限内に提出しなければならない。

(3)条
久審笹黎 した競争参加資格のない者、入札条件に違反 した者又は入札者に求めら

れる義務を履行 しなかつた者の提出したものは無効とし、無効の入札を行つた者を落
札者としていた場合には落札決定を取 り消す。

(4)架娯藝衰壕笑配黍鵠墓紀潅〓f≦類・資料を添付した入札書を提出した入札者であ
つて、本入札公告及び入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求、要件を全て満た

し、当該入札者の入札書が、独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第 21条及
び第 22条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、独立行政法
人国立病院機構会計規程第 54条によつて第一交渉権を付された交渉権者と交渉を行
い、独立行政法人国立病院機構会計規程第 55条に基づき契約価格の決定を行つた者
を契約の相手方とする。

(5)契約書作成の要否
要

(6)詳細は入札説明書による。


